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                             午前９時３０分～ 
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新学習指導要領の方向性 

美里町教育委員会 



学校教育の目的と目標 
■学校教育の目的 教育基本法１条 

 人格の完成 
 平和で民主的な国家及び社会
の形成者 

 心身ともに健康な国民の育成 



学校教育の目的と目標 
■学校教育の目標 教育基本法２条 
 ①幅広い知識と教養、真理を求める態度、豊かな情
操と道徳心、健やかな身体 

 ②個人の価値尊重、能力・創造性育成、自主及び自
律の精神、勤労重視の精神 

 ③正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力、社
会の形成に参画・発展に寄与 

 ④生命尊重、自然を大切に、環境の保全に寄与 
 ⑤伝統文化尊重、我が国と郷土愛、国際社会の平
和と発展に寄与  



学校教育の目的と目標 
○教育課程 
 
⇒教育の内容を組織的・計画的に組み立てたもの 
 
○学習指導要領 
 
⇒教育課程の基準を大綱的に定めたもの  



これまでの学習指導要領の変遷 
【昭和33～35年改訂】 教育課程の基準としての性格の明確化（道徳の時間
の新設、系統的な学習を重視、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等） 
【昭和43～45年改訂】 教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）（時
代の進展に対応した教育内容の導入（算数における集合の導入等）） 
【昭和52～53年改訂】 ゆとりのある充実した学校生活の実現 ＝学習負担の
適正化（各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる） 
【平成元年改訂】 社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成（生活
科の新設、道徳教育の充実等） 
【平成10～11年改訂】 基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考え

る力などの「生きる力」の育成（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の
新設等） 
【平成20～21年改訂】 子どもたちの「生きる力」をよりいっそう育むことを目

指す。知識・技能の習得と思考・判断・表現力等の育成のバランスを重視
（授業時数を増加、「はどめ規定」を原則削除、小学校５・６年に外国語活
動） 



改訂の背景 

社会の変化が加速度を増す中で 
2030年頃の社会の在り方を見据えながら、

どのように知・徳・体にわたる「生きる力」
を育むかを重視 
⇒「社会に開かれた教育課程」の実現 
○よりよい学校教育を通じて、よりよい社
会を作るという理念を学校と社会が共有し、
相互の連携・協働によりその実現を図る 



育成すべき資質・能力の三つの柱 

どのように社会・世界と関わり、 
よりよい人生を送るか 

何を理解しているか 
何ができるか 
知識・技能 

理解していること・できる 
ことをどう使うか 

思考力･判断力・表現力等  

学びに向かう力 
人間性等 

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を 
総合的にとらえて構造化 
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①国の教育動向  ①－２ 資質・能力育成重視の教育施策とは 



主体的･対話的で深い学びの視点からの 

学習過程の改善 

 
 深い学び 

主体的な学び 
対話的な学び 

新しい時代に必要となる資質･能力の育成 
   

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた 
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し       

何を学ぶか どのように学ぶか 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、 
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な知識や力を育む 

「社会に開かれた教育課程」の実現 

学習指導要領改訂の方向性 

何ができるようになるか 

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成 
知識の力を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善 

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共
（仮称）」の新設など 
各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を
構造的に示す 

学習内容の削減は行わない※ 

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現 
   

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっ
ており、そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。 

未知の状況にも対応できる 
思考力・判断力・表現力等の育成 生きて働く知識・技能の習得 

学びを人生や社会に生かそうとする 
学びに向かう力・人間性の涵養 

①－２ 資質・能力育成重視の教育施策とは 
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新学習指導要領が求める内容 
■「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
と、特色ある教育活動  

①基礎的・基本的な知識及び技能の習得、課題を解決す
るために必要な力、主体的に学習に取り組む態度、多
様な人々との協働 

②豊かな心や創造性の涵養を目指した教育（道徳、体験、
表現、鑑賞） 

③健康で安全な生活、豊かなスポーツライフの実現 



学校に求められる教育活動 
■教育活動の充実 
①知識及び技能 
⇒生きて働く知識・技能 
②思考力、判断力、表現力 
⇒未知の状況にも対応できる力 
③学びに向かう力、人間性等 
⇒学びを人生や社会に生かそうとす

る力  
 
■学習評価の充実 
①良い点や進歩の状況の評価、学

習過程や成果の評価 
②評価の妥当性や信頼性の確保、

学習成果の円滑な接続  

■教育活動の実施 
①授業改善 
②読書活動の充実 
③情報活用能力の育成 
④見通しを立てたり振り返ったりす

る学習 
⑤体験活動、家庭や地域社会連携 
⑥課題や活動を選択する機会の設

定 
⑦主体的・自発的な学習活動や読

書活動 



「道徳科」の質的変換と評価 
２０１５（平成２７）年３月 学習指導要領一部改正 
 
小学校２０１８（平成３０）年度より 
中学校２０１９（平成３１）年度より 
 
「道徳の時間」（領域）⇒「特別の教科道徳」（教科） 
 
背景 社会問題により、改めて道徳活動の充実 
 



「道徳科」の質的変換と評価 
■質的変換「考え議論す
る」道徳へ 

①話し合いや読み物の登
場人物の心情の読み取り 

②問題解決的な学習方法 

■評価のポイント 
①数値ではなく記述式とす
ること 

②比較による評価ではなく、
成長を積極的に受け止め
認め、励ます「個人内評
価」 



「小学校英語」教科化 
【現行】小学校５・６年生「外国語活動」 
⇒ 
【新学習指導要領】 
    小学校３・４年生「外国語活動」 
    小学校５・６年生「外国語科（英語科）」 
 
背景 学習意欲低下（文科省調査２０１４） 



「小学校英語」教科化 
■授業時間数の増加への
対応 

小学校３・４年生 
年間３５時間 
小学校５・６年生 
年間７０時間 
⇒３５時間増 
  年間授業時間数は変わ
らない 

■教員の英語指導力の向
上 

 



授業時数【小学校】 
区分 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

各教科の 
授業時数 

国語 ３０６ ３１５ ２４５ ２４５ １７５ １７５ 

社会 ７０ ９０ １０５ １０５ 

算数 １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５ 

理科 ９０ １０５ １０５ １０５ 

生活 １０２ １０５ 

音楽 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

図画工作 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ 

家庭 ６０ ５５ 

体育 １０２ １０５ １０５ １０５ ９０ ９０ 

外国語 ７０ ７０ 

特別の教科道徳 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

外国語活動 ３５ ３５ 

総合的な学習の時間 ７０ ７０ ７０ ７０ 

特別活動 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

総授業時数 ８５０ ９１０ ９８０ １０１５ １０１５ １０１５ 
平成２３年～ ８５０ ９１０ ９４５ ９８０ ９８０ ９８０ 

～平成２０年 ７８２ ８４０ ９１０ ９４５ ９４５ ９４５ 



授業時数【中学校】 

区分 第１学年 第２学年 第３学年 

各教科の 
授業時数 

国語 １４０ １４０ １０５ 

社会 １０５ １０５ １４０ 

数学 １４０ １０５ １４０ 

理科 １０５ １４０ １４０ 

音楽 ４５ ３５ ３５ 

美術 ４５ ３５ ３５ 

保健体育 １０５ １０５ １０５ 

技術・家庭 ７０ ７０ ３５ 

外国語 １４０ １４０ １４０ 

特別の教科道徳 ３５ ３５ ３５ 

総合的な学習の時間 ５０ ７０ ７０ 

特別活動 ３５ ３５ ３５ 

総授業時数 １０１５ １０１５ １０１５ 
平成２４年～ １０１５ １０１５ １０１５ 

～平成２０年 ９８０ ９８０ ９８０ 



学習指導要領改訂スケジュール 
年度 小学校 中学校 高等学校・大学 

2014(平成26) 「特別の教科道徳」告示[３月] 

2015(平成27) 「特別の教科道徳」先行実施（「私たちの道徳」使用） 
教育課程企画特別部会「論点整理」[８月] 

2016(平成28) 中教審答申[12月] 
小中学校学習指導要領告示[３月] 

2017(平成29) 高校・特別支援学校学習指
導要領告示 

2018(平成30) 小中学校移行措置 
道徳検定教科書による授業実施 

2019(平成31) 道徳検定教科書による授業実施 高校移行措置 

2020(平成32) 小学校全面実施 

2021(平成33) 中学校全面実施 高校１年生から年次振興で
実施 

2022(平成34) 

2023(平成35) 

2024(平成36) 高校全学年で全面実施 



県学力・学習状況調査における【伸び】を
見せた子どもの割合 
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ＱＵによる分析 
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美里町総合教育会議運営要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１条の４の規定に基づき、美里町総合教育会議（以下「会

議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条  会議は、次に掲げる事項の協議及び調整を行う。  

⑴  町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は

変更に関する事項  

⑵  教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術

及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策  

⑶  児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置  

（構成員）  

第３条  会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。  

（招集）  

第４条  町長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び

会議に付議すべき事項について構成員に通知するものとする。ただし、緊急

を要する場合には、この限りでない。  

２  教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料

するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求

めることができる。  

３  町長は、前項の規定により招集を求められたときは、速やかに会議を招集

するものとする。  

 （会議）  

第５条  会議は、町長がその議長となる。  

（意見の聴取）  

第６条  会議は、第２条各号に定める協議及び調整を行うに当たって必要があ

ると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議に関する

意見を聴くことができる。  

 （職員の出席）  

第７条  会議は、第２条各号に定める協議及び調整を行うに当たって必要があ

ると認めるときは、当該協議に関する課局等の職員を出席させることができ

る。  

（会議の公開）  

第８条  会議は、公開とする。ただし、議長が個人の秘密を保つため必要があ

参考資料  



ると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその

他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。  

（議事録の作成及び公表）  

第９条  町長は、議事のほか次に掲げる事項を記載した議事録を会議の終了後

遅滞なく作成し、前条ただし書の規定により会議を非公開とした部分を除き、

これを公表するものとする。  

⑴  開会及び閉会に関する事項並びにその日時  

⑵  出席者及び欠席者の職及び氏名  

⑶  議題及び配布資料  

⑷  その他町長が必要と認めた事項  

２  議事録には、町長及び構成員のうちから町長が指名する２名が署名するもの

とする。  

（調整結果の尊重）  

第１０条  会議において事務の調整を行った事項については、当該構成員は、

その調査の結果を尊重しなければならない。  

（傍聴の手続）  

第１１条  会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付票

（様式第１号）に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならな

い。  

（傍聴できない者）  

第１２条  次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。  

⑴  酒気を帯びていると認められる者  

⑵  会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者  

⑶  その他議長が傍聴を不適当と認める者  

（傍聴の制限）  

第１３条  議長は、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、会議

の傍聴を制限し、又は拒絶することができる。  

（傍聴人の禁止行為）  

第１４条  傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。  

⑴  みだりに傍聴席を離れること。  

⑵  私語、談話、拍手等をすること。  

⑶  議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。  

⑷  飲食又は喫煙をすること。  

⑸  帽子、襟巻又は外とう類を着用すること。  

⑹  撮影、録音等の記録をすること。ただし、特に議長の許可を得た者は、

この限りでない。  

⑺  前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。 



（傍聴人の退場）  

第１５条  傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたとき

は、速やかに退場しなければならない。  

（庶務）  

第１６条  会議の庶務は、総合政策課において処理する。  

（その他）  

第１７条  この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町

長が会議に諮って定める。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、平成２８年６月２７日から施行する。  

 （美里町総合教育会議設置要綱の廃止）  

２  美里町総合教育会議設置要綱（平成２７年告示第６９号）は、廃止する。 
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